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い、柔軟に考えてもらえないかなというふうに

思ったところです。 

 後に、子育てガイドブックなんですが、さ

まざまな施策が次々と出されて、今市長からあ

ったように、ほかの市町村並み、あるいはほか

の市町村よりも手厚くなってきた部分もあると

いうことでしたけれども、そうすると大分前に、

平成22年10月にこのガイドブックを発行したわ

けですけれども、中身が大分変わってるんじゃ

ないかなと思います。大分急いでつくられたと

いうふうな情報を聞いているんですけれども、

もうちょっとこういうふうに書けばよかった、

こう工夫すればよかったという部分もあるよう

に聞いております。そういった部分も含めて、

この子育てガイドブックというのは改訂版を出

すべきではないかなと思いますが、その辺の予

定というか、どのようなお考えでいらっしゃる

か、これは市長ですか。子育て支援課長ですね。

では、子育て支援課長からお願いします。 

○佐々木謙二委員長 種村正一子育て支援課長。 

○種村正一子育て支援課長 お答えします。 

 ことしの４月から子ども手当につきましても

児童手当というようなことで改正になる予定で

ありますし、障がい者支援等の施策についても

大分変更になるというようなこともございます

ので、当面は現行版をベースにして改正をして

いきたいというふうに考えておりますけども、

25年、今お話ございました多子世帯の見直し等

も含めて、市の子育て支援の充実を図った内容

を含めて、25年度に改訂版を作成したいという

ふうに考えているところでございます。 

○７番 我妻 昇委員 以上です。 

 

 

 髙橋孝夫委員の総括質疑 

 

 

○佐々木謙二委員長 次に、順位４番、議席番号

13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 私は、市民生活の向上

を願いながら総括質疑を行います。通告してお

ります３点について質問申し上げますので、ぜ

ひ明確な答弁をいただきますようにお願いをし

ておきたいと思います。 

 ちょっと便宜上、順番を変えさせていただい

て質問をさせていただきますので、お願い申し

上げます。 

 まず、３の技術者育成支援補助金事業につい

て、この点について質問させていただきます。 

 平成24年度の施政方針の中で、今年度新たに

技能者育成支援補助金を設置し、卓越した技能

者としてのあかしである上級技能士の資格受検

を支援し、市内企業数の確保や受注拡大などの

一翼を担う技術者等の人材育成を推進いたしま

す、長井工業高校生の初級技能検定受検を支援

するものづくり担い手育成支援補助金も継続し

て行いますというふうに触れているわけです。 

 私、以前に職業訓練センターの上の人と話を

する機会があって、今もいろいろな形で例えば

資格を得るためのお手伝いをしていますという

話は聞いたことがあるんです。そのことが頭の

中に残っていたもんですから、この技能者育成

支援補助金という制度のもとで行われる事業の

内容についてこの際お聞きをしたいなと思って

実は今回通告をさせていただきました。 

 商工振興課長に伺いますけれども、ここで言

っているこの事業内容、あるいはこの指導推進

機関というのはどういうところを想定された中

身で今進められようとしておるのかお聞かせを

いただきたい。 

○佐々木謙二委員長 齋藤理喜夫商工振興課長。 

○齋藤理喜夫商工振興課長 お答えいたします。 

 上級技能者育成事業につきましては、企業に

勤めていらっしゃる方、社員を対象にしたもの

でございます。工業高校に対する支援は高校生

の２級、３級の取得を目指すものでございます



 

―２５５― 

＋

けれども、上級技能者支援事業は１級、２級の

取得を目指すものでございます。 

 事業の原形といたしましては、長井機械協同

組合、それから商工会議所が連携して行ってき

た事業が原形となっておりますが、市内の企業

の社員の技術向上が必要である、重要であると

いうふうな認識から、それを市全体に広げてい

きたいというふうな考え方からの要望があった

ものでございます。 

 研修の内容といたしましては、金属プレス、

あるいは射出成形等々の講座、市内の企業が必

要とする講座を選択しながら進めていきたいと

いうふうに考えてございます。また、技能検定

の受検の受け付け、あるいは試験実施等の業務

を行ってございますのは職業能力開発協会とい

う団体でございますが、これとの窓口を長井高

等職業訓練校が担当するというふうな形で連携

して進めていくというふうな考え方でございま

す。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 それで、今お話があったのは、今勤めている、

例えば北工業団地内に勤めている企業の社員と

いうのがその対象になるのだということだった

と思います、例えばの話で。私この考え方はす

ばらしいなというふうに思っているわけですけ

れども、１級、２級ということの限定ではなし

に、例えば企業が新たにこの部門でこれから仕

事を展開したい、そのためにはこの資格を持っ

た社員がいないとだめだというふうなことであ

るとか、あるいは通常の会社の事業展開であっ

てもやっぱりいろいろな資格があるとないとで

は大違いで、それは例えば会社が養成をしてそ

の資格を社員に取らせるなどということも実際

はやってるわけですけれども、私イメージして

いるのは、そういう際にお手伝いできる、いわ

ば例えば学科であるとか、具体的な旋盤などと

いうことになるのかどうかわかりませんけれど、

資格を取得をするために必要な知識などについ

て事前に教えていただける、あるいは養成をす

る機関といいますか、そういうことも含めて考

えていいのかどうなのかというところをちょっ

とお聞かせをいただきたいんですけれども、そ

こはどうでしょうか。 

○佐々木謙二委員長 齋藤理喜夫商工振興課長。 

○齋藤理喜夫商工振興課長 今まで検討してきた

中身といたしましては、この事業に取り組むこ

とによって１級、２級の技術者を育てると。そ

れを地元のさらなる拡大の段階で指導員等にな

っていただくというふうな、市内の中で育成し、

またそこで育った方が後輩のほうを指導してい

くという、そういったふうな体制をつくってい

きたいというふうなことでございます。また、

必要となる技術者あるいは技術検定というふう

なものにつきましては、逐次検討を加えながら

拡大をしていくというふうな方向性は当然ある

だろうというふうに考えてございます。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 わかりました。かなり

前を向いた構想というか、将来も見越した考え

方だということが今わかったわけですが、私は

やっぱり、幅もぜひ広げていただいて、長井市

に行けばいろんな資格を持った労働者がいっぱ

いいると、だからやっぱりあそこにというふう

になるようなところまで想定をした取り組みを

ぜひ展開してもらえないだろうかなというふう

に思っているところです。そのためにぜひ関係

団体とここは議論をしていただきたいというふ

うに思いますけれども、そこの相手はどこにな

りますか。先ほどの訓練センターということで

理解をしてよろしいですか。 

○佐々木謙二委員長 齋藤理喜夫商工振興課長。 

○齋藤理喜夫商工振興課長 お答え申し上げます。 

 これまで独自に研修をなさっておった長井機

械協同組合、それから長井商工会議所、それか

ら長井高等職業訓練校というふうなところが核
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になって中身を検討していくというふうなこと

で進めてまいります。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 これについてはぜひ充

実をした中身で展開いただきたいということだ

けお願いをしておきたいというふうに思います。 

 次に、宅地造成事業についてお伺いをいたし

ます。答弁者、市長というふうにしかしており

ませんが、振っていただいて結構ですので、細

部については関係課長からで結構でございます

ので、答弁をよろしくお願いします。 

 一般質問でもお聞きをしました。やっぱり私、

なかなか理解できないのは、行政で展開をしな

きゃいけないのかなというところがなかなか理

解できないんです。さっきから安部委員の質問

なんかもあって、ああ、そうなのかというとこ

ろもありますが、なお引き続いてお聞かせをい

ただきたいというふうに思います。 

 まず、このいただきました長井市優良住宅整

備事業検討委員会という、これをいただきまし

た。これを見て、１回から４回まで検討委員会

を開いているわけですけれども、どうも私理解

できないのは、検討委員会そのものの位置づけ

というのはどうだったんだろうかなというふう

に思うんです。４回目のところで、今回は中間

報告という形で骨子を答申していただきたいと

いうふうに言っているわけですけれども、具体

的には中間報告という形で答申というのが出た

んでしょうか。その辺の当初の検討委員会を設

置したもくろみと成果について、まずお聞かせ

をいただきたい。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 23年度中に開催いただいて、

後の検討委員会の後、報告書ということでいた

だいたところでございます。ごめんなさい。い

ろいろ意見交換はしましたけど、まだ正式には

いただいておらないようでございます。 

 なお、この検討委員会を設けた経緯というの

は、市が宅造事業をしたいからつくったのでは

ありません。前々から私は、市長就任して６年

目でございますけれども、当初から長井西置賜

建設業組合、それから設計士の皆様から交互に、

あるいは市内の左官組合、あるいは建具組合の

皆様、とにかく長井市では建築の仕事が減って

ると、そして一番は長井市内に優良住宅地があ

るんだろうけどもなかなか買える人が少ない。

長井小学校学区内は実は西置賜の中では一番人

気があるんだけども、そういう宅地事業がなか

なか進んでないもんで、ぜひ市としてもいろん

な面で検討していただきたいということを何回

も言われておりました。ようやくそういう状況

になったのかなということで23年度に検討委員

会をいただいて、そしておおむね合意をいただ

いたということで今回予算を計上させていただ

いたところでございます。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 そうすると、この検討

委員会そのものというのは、別に市長が例えば

この問題で検討委員会に諮問をして、そして成

果品を得てというふうなことではないのだと、

そういう理解でよろしいのですね。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ちょっと言い方が語弊があるか

もしれませんけれども、改めて正式にご検討い

ただいたということで、私がしたいからそうい

う検討委員会で後づけでいただいたということ

ではないということを申し上げたところでござ

います。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 この前の一般質問もそ

うですけど、別に市長がやりたいからどうのこ

うのということは私申し上げるつもりはないの

で、この検討委員会そのものの当初の位置づけ

というのはどうなのかということだけ明確にな

ればいいです。そういう意味でお聞きをしてま

すので再度お願いをしたいわけですが、報告書
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は、そうすると、もらうけれどもそんなに重い

ものではないということになるのでしょうか。

どうも理解がなかなか私進まないのは、通常で

あれば、申し上げたように、市長が例えば長井

市で宅地造成事業をするにはどういう場所で、

例えばどういう層をねらってなんていうことで

調査研究をして答申してもらえないかなどとい

うパターンは考えられるパターンだと思うんで

すけれども、どうもこれを見るとそうでもない

みたいな感じなので、この位置づけがなかなか

わからないんです。 

 先ほど午前中の質疑で安部委員とのやりとり

の中で、選定は検討委員会がしたんだみたいな

話もあったわけですけれども、だけど答申をも

らってない、あるいは中間報告がないというふ

うな中で進んでるというふうなことになるとす

れば、それはこの検討委員会というのは市長が

言われる前から気になっていた部分で意見を交

換をする場として開いたのだというふうに理解

をしていいんですかということを私はお聞きし

たいんです。いかがでしょうか。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員おっしゃるように、まずた

たき台として市のほうで考え方を示させていた

だいて、それから意見をいただいて、おおむね

進めるべきだと。あるいはもっとこういうとこ

ろの部分を付加させて、売れ残りがないように

やればいいんじゃないかというふうなことでい

ろいろご指導、ご提言をいただいたというよう

な検討委員会の報告だったと思います。ただ、

中間報告として答申をいただくというところま

では至ってなかった。それに予算をつけたとい

うことでございますけれども、やはり少しこう

いったあれをもう少し前からしなきゃいけない

んだろうと、何かいかにも合わせたような格好

になってるもんですからちょっと弁解がましい

ことを申し上げましたけれども。基本的には検

討委員会の皆様からぜひ進めるべきだというふ

うな意見をいただいたもので、今回まずは事業

の可能性調査を明らかにするためにも調査費と

いうことで計上させていただいたことになりま

す。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 もう一つわからないのは、検討委員というふ

うに言われて委嘱をされた皆さんもちょっと戸

惑ってらっしゃるんです、これ読むと。今回４

回で終わりで、24年からどうするのよなんてい

うことも委員が言ってるわけですよ。今までは

検討してきたけど、実際進める段になったらど

うなるんでしょうかねなんていう心配もしてる

わけですけれども、ここはどうなるんですか。 

 一番 後の第４回の検討委員会の 後に事務

局がこういうふうに言ってますね。具体的な計

画づくりは24年度にお願いをしたいと思ってい

ますというふうに先ほどもありましたけれども、

こういうふうに言ってるわけですけれども、こ

れはどこにどういう形でお願いをするというこ

とになるのでしょうか。この人たちにお願いを

するということになるということなんでしょう

か。どういうことですか。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 その検討委員会に私がずっと参

加してないもんですからちょっとわからないと

ころがあるんですが、考え方としては、23年度

中は皆様からご意見をいただいて、まずたたき

台で、市がたたき台としてるところについてさ

まざまなご意見あるいはご提言をいただいたと。

市といたしましては、それを受けて24年度に事

業の可能性調査をさらに一歩進める意味で実施

測量設計を予算計上させていただきました。そ

れに基づいてしっかりと積算をすると、それら

について再度ご検討いただくと。また、今後そ

この部分で欠けてるところとしては、販売方法

であったり、あるいは宅建協会に例えば仲介を

お願いするのか、あと住宅供給公社のほうにど
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ういった形でどの部分を担っていただくとか、

あるいは今後どういうふうなそれ以外の選定場

所を検討すべきかとか、あるいは多分その中で

もあると思うんですが、ほかの市町村からも十

分長井市には人を呼べる魅力があるので、その

ために他市町からいらしてうちを建てた場合の

助成金とか、あるいはさまざまな特典、消雪道

路なども含めてどうだとか、そういったことを

いただいておりますので、24年度に具体的にそ

ういったところを検討いただくものというふう

に考えております。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 そうすると、今の計画

でいうとというのかな、新年度予算でいえば、

測量と設計業務の委託料ですから直営でやるわ

けではないわけですけれども、それがどこにな

るかわからないわけですが、それを踏まえてま

たこの人たちに集まっていただいて、25区画に

なるか50区画になるかは別にして、その販売方

法や、あるいは対象のところであるとかという

ところはもう一回検討をもらう機関を新たに、

あるいは継続してというか、その違いがわから

ないんですけれども、いずれこの検討委員会を

開いてその中で成案をつくっていくのだという

お考えなんですか。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 そのとおりです。まず委員の皆

様については、今回委嘱させていただいた方を

さらに再度そのままお願いするのか、あるいは

もう少し違う立場の人に入ってもらうのかも含

めて再度24年度に入って検討いたしますが、基

本的には実施測量をしないと、面積、あるいは

どのぐらいの造成をしなきゃいけないとか、そ

ういった部分が出てまいりますので、あくまで

も現在のところは概算の概算であります。です

から、もう前に進む段階で、皆さんがおっしゃ

るのはよくわかるんですけれども、具体的には

24年度に実施測量をさせていただいて、ただし

市としては事業の可能性調査というよりも、事

業化を進める、まず基礎として今回予算計上さ

せていただいて、それに基づいて24年度に事業

計画をしっかりと立てると。そしてその後、事

業実施主体あるいは販売方法等々も含めて山形

県の住宅供給公社等々に正式にご依頼申し上げ

ながら今度、造成・販売方法も24年度に確定し

たいというふうに考えてるところです。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 一般質問からそうなん

ですけれども、この後の都市再生整備の事業計

画も含めてですけれども、具体的な話というか

質問をすればするほど概算なんだと、まず調査

の段階なんだというところに戻っていって前に

なかなか行かないんですよ。行かないというよ

りも、例えばどういう住宅団地にするのかも含

めてなかなか見えない中で判断しろというふう

に言われているのがとてもつらい、正直なとこ

ろ。そこをできるだけ埋めたいということで質

問させていただいているわけですが、例えばタ

ーゲットをどういうふうにするのかというとこ

ろなどについても質問してはだめなのでしょう

か、市長。 

 例えばこれでいえば35歳、家族４人なんてい

うところがモデルになってというふうにしてる

わけですけれども、例えば私どもに提示をされ

ている25区画について、この条件に合致をした

人に売るというところになるんだろうと思うん

ですけれども、それは本当に埋まるのかとか。

私が心配するのは、結局残って、あるいは残ら

なくても、ほかの宅地の値段だけ見れば、価格

だけ見れば、魅力ですよね、これ、坪５万

2,000円というのは、これもまだ確定ではない

わけですけれども。だけど、通常の業者からい

えば、それを買って転売してもまだ利幅はある

と考えられるというふうなことになるとするな

らば、当初のもくろみで、例えば30歳代で奥さ

んと子供が２人いた世帯だけでない人が買って
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しまうなんてこともあるのではないかであると

か、２年前のプレミアム商品券のようにどっか

の人ががっと占めてしまうのではないかなどと

いうことだって考えられるんだと私は思うんで

す。そういうのをシャットアウトしてもくろみ

のように若い世代の夫婦が比較的安価な値段で

住宅もちゃんとできるような体制をどうつくっ

ていくかなどという議論は、この段階ではまだ

できないということになるのでしょうか。どこ

まで議論していいかわからなくて正直ぼやっと

してるわけですけれども、そういうこともだめ

ということになるのでしょうか。市長、どうし

たらいいんですか、私ども。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まず一つは、地権者にまだ当た

ってないんですよ。それから値段も検討委員会

で普通は公表しないんですよ。ただ、もうどう

しようもないだろうと、中身がわからないから

出せということでお出ししたのであって、決し

て公表したのではないと。それから地権者の人

にも勝手にさせてもらってるんですよ、まだ。

というのは、事前着工になるでしょう、地権者

に当たるということは。じゃないですか。民間

だったら可能性があるかもしれませんけれども、

行政はそれできません。ですから、非常に微妙

な問題がありますので、髙橋委員がおっしゃる

のはわかるんですけども。すべて答えられます。

でも、それは24年度にきちんとしないと何とも

言えない部分があるので、ちょっとこういう議

場の場ではなかなか、想定で申し上げざるを得

ないんですよね。ですから、そこはちょっと歯

切れが悪いように思えるかもしれませんけども、

ご理解いただきたい。 

 ご質問の例えば30歳代の夫婦を想定したんだ

けど実際は違う人が買って、業者が買って転売

したと、これはできないんですよ。条件つけれ

ばいいわけですから、通常行政が販売する場合

は条件をつけてるはずです。例えば、これつけ

方なんですが、３年以内に住宅を建てるという

建築条件をつけられるんです。転売は禁止です

と。転売した場合は返していただくということ

は通常条件としてつけるわけですね。それから、

建築条件として市内の建設業者が施工すること

ということもつけることはできるんですが、こ

れは残念ながらつけることは難しいのかなと。

でも、つけるということも可能なんですよ。そ

れは先ほどから申し上げてるように販売方法。

県の住宅供給公社にお願いするというのは、例

えば土地開発公社があればもう少し比較的容易

に用地取得などもできるかもしれませんが、な

かなか今の職員の体制でやるのは難しいだろう

というふうに考えておりまして、それで宅建協

会にご協力いただく、あるいは県の住宅供給公

社にそこの部分をお願いするということなども

検討できるわけです。これらについても販売方

法についてはいろいろやり方がありますので、

それらについては24年度にしたいということを

申し上げてるんですね。 

 それと、例えば販売については私の想定では

市内の宅建協会の皆さんにお願いしようと。西

置賜でもいいんです。手数料はその方に行きま

す。例えば市外の飯豊町とか白鷹町、小国町の

方に行くかもしれませんけども、大体そういう

方々というのは地元の市町村の方が長井市にう

ちを建てたいという情報を持ってらっしゃるん

で、そういった方々を仲介して長井市に建てて

もらうということもあるわけですね。ですから、

さまざまな販売方法、それから事業のやり方も

ございまして、今の段階でこれだということは

なかなか言いにくいということを私は繰り返し、

ちょっと歯切れ悪いようですけども、まだ地権

者にも当たってない。それから実施測量して果

たして、基礎的なものは職員がやっております

けれども、いろんな課題が生ずる場合もござい

ますので、そういったことでちょっと慎重に言

葉を選んで答弁させていただいているというこ
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とだけはご理解いただきたいというふうに思い

ます。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 どういうふうに次の質

問をしていいかわからなくなりますけれども、

少なくともいただいている資料などで判断をし

なさいというふうに今されているんだと思うん

ですよ。そこでわからないところはお聞きをす

るということで埋めていかないと、なかなか議

論が進まないんだと思うんですね。だからせっ

かく、仮にいいものをしようとしていても伝わ

らないんでは何ともならないんではないかなと

いうふうに私は感じます。 

 市長、私、前回もちょっと申し上げてるんで

すけれども、本当にほかに、先ほど安部委員の

質問に答えてらっしゃいましたけれども、長井

市内には宅造する業者がいないから行政でやら

なきゃいけないと固執しますか。そこだけお聞

かせください。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 市内の、あるいは市外でもいい

んですけども、事業をなさる業者さんに対して

支援制度は今年度につくらせていただいたわけ

です。これは民間企業が着手しないということ

は限定できないわけです。わからないですよね。

ただし、さまざまなそれぞれの例えば宅建協会

であったり建築業組合であったり設計士さんで

あったり、いろんな方々から、総合的に判断す

ると、直接そういうことをなさってるＪＡさん

から聞いたりもしました。なかなか今の長井市

の状況では難しいんだということであり、一方

でやっぱり例えば、本当にがっかりしちゃうん

ですけど、市の職員の懇談会というのを何年か

前、２年ほど続けてしました。「私は定年退職

したら南陽市に宅地を買って家建てます」とい

う職員、いらっしゃいました。がっかりしまし

た。なぜだと言ったら、「長井市いいとこない

もん」と、こういう話ですよね。一般市民から

見ると、そういう見方というのはどうしてもあ

るのかなと。 

 私は、市で今回１回やってみて、これは間違

いなく全部売ります。売れる自信もありますし、

そして例えば今回値段のことが非常に問題にな

ってるようなんですが、実は百間通り沿いじゃ

ないんですよ、今回の25区画というのは。50区

画ですと百間通り沿いもあります。ですから、

そちらは高くならざるを得ないと思います。で

も、今回のところは非常に条件が悪い用地のと

ころを想定してますので、その土地が非常に宅

地として生きるわけですから、そしてそういう

ことをすることによって、私もそういう業界で、

先ほどから言いましたように、プランニングか

ら実際建て売りの仕事なども合わせて６年ほど

してまいりましたんで、自分の経験からいって

これは大丈夫だろうと。そのために検討委員会

の皆様から意見をいただいて、改めてやっぱり

私の認識は間違ってなかったと確認したわけで

す。しかし今の段階で、こう言われたからもう

言っちゃったんですけども、それで売れなかっ

たら責任問題ですけども、私は売れるだろうと、

この値段の想定だったら、そしてあらゆる業界

の皆さんのご協力をいただければ間違いなく25

区画は埋まるだろうと思ってます。 

 しかし、それがその後もじゃあいろんなとこ

やるということは、そのときの状況だと思って

ます。そこで民間の事業者の皆さんがじゃあ

我々もやろうということで、あるいは地権者の

方もじゃあ我々も協力するぞというふうになっ

たら後は市でする必要がありませんので、その

ときは１回で終わるかもしれません。私はそう

いうふうに思ってます。そうしないと、残念な

がら長井市の宅地ということが、長井市民もそ

うですし、周りの市町村からも注目されてない

んですね。長井市の土地は高い、条件のいいと

ころがない、そういうやっぱり一般市民の見方

がありますので、それを行政で覆していくこと
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も必要なんじゃないかという私の判断でござい

ます。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 例えばＪＡなどの業界

を含めて、長井で宅地造成事業をこれ以上でき

ないという中身というのは、売れ残るからでは

ないんでしょうか。いろんなところを見ていま

すと、満杯にもう埋まってるところってないん

です。それくらい難しいからなかなか二の手と

いいますか、手も足も出ないというふうになっ

ていってるのが私は実態だと思うんです。だか

ら、それにこの行政が手を出していくというと

ころはやっぱり心配はあるわけです。市長は売

るというふうにおっしゃいますけれど、それに、

じゃあ、そうですかというふうにはなかなか言

いにくい率直なところで言わせてもらえば状態

もあることは、これはおわかりだと思うんです

ね。 

 私は、今から多分14年前だと思うんですけど

も、あそこの開発をしたいというお話をいただ

いたときがあるんですよ、あの一帯を。そのと

きに、行政でこれだけやってもらえないかとい

うことで実は当時の都市計画課とお話をさせて

いただいたことがあります。それは、あそこを

流れている川をぐにゃぐにゃでなくてちゃんと

真っすぐ改修してもらえないだろうかと、それ

さえしてもらえば、これは山形市の業者ですけ

れども、私どもでもちろん地元の不動産業の人

たちと一緒にやりますという話があったんです。

あの川、河川については下流分、だから線路を

またいでの部分のほうも問題がある川なわけで

すけれども、当面そこをやれば私は市が直接こ

こに手をかけなくても名乗り出てくる業者はあ

るのではないかというふうに感じているわけで

すけれども、そこはどうでしょうかね。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員おっしゃることは私はすべ

きでないだろうと。例えばほかにもたくさんあ

るわけですよ。ということは、その河川改修は、

今現在例えばしょっちゅう豪雨時にはんらんす

るとか、それで周りの住民に迷惑かけてるとい

うところでしたらこれはしなきゃいけないだろ

うと思います。しかし今のところは、確かに豪

雨時とかに田んぼとか畑に冠水することはある

かもしれません。しかし、周辺の住民がそれで

困ったということは具体的には聞いておりませ

ん。それを業者さんがしやすいようにそのため

市で河川改修するなんていうのは、やはりこれ

はちょっと違うだろうと。そうしましたら、い

ろんなところで要望あったらそれをしなきゃい

けないということになるわけですよね。 

 そういったところはたくさんあります。例え

ば中道地区、ＪＡさんのとこ、売れ残ったとい

いますけども、あそこ、皆さん、委員もごらん

になったことあると思いますけど、大変ですよ

ね、道路が。そして私ども市でも清水町側に何

とかしたいということで再三お願いしましたけ

ど、結局道路をきちんと切らせてもらえなかっ

た。そこなんですよ。ですから、やはりそうい

う状況が今の長井市の状況でありまして、こう

いう言い方は悪いかもしれませんけど、この間、

去年の22年度事業でも、実は前々から地元の要

望にこたえて道路を切るということだったんで

すが、 終的には地権者の合意が得られなくて、

途中まで広くて、そこだけ狭くなってるところ

があります。そういうふうにやっぱりこれから

は地権者の皆さんも協力いただかないとどうに

もならないんだということをやっぱり私たちは

行政も市民に知っていただきたい。そういった

意味では、今回なんかはそういうことをあえて

しないで、やっぱり地元の皆さん、地権者も協

力いただくとこういうふうに地域がよくなる、

そして土地も有効利用できるというモデルとし

ても必要なんじゃないかなというふうに私は思

ってます。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 
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○１３番 髙橋孝夫委員 私が言ってるのもそん

なに違いはないというふうに思っていまして、

要望がないからというふうなことではなくて、

あるわけですから、もちろんあそこを有効利用

するためにはこれじゃあだめなんですよ。そこ

を整理をしていくということをまずやって、そ

して後は民間にゆだねるということだって私は

可能だと思うんです。そういうふうなことも含

めて私は考えていただきたいなというふうに思

います。 

 私がお話をいただいたのは勤労者住宅供給の

生協、住宅生協というふうに言われているとこ

ろからお話があったんですけれども、これは県

内いろんなところでやってます。比較的安価な

土地の提供、あるいは住宅の提供をやってると

ころなんです。そういったところについてやっ

ぱり私は、可能性はあるし、行政がみずから展

開をしなくてもやれるのではないかというとこ

ろは持ってるわけで、そういうことも含めてこ

こは対応されるべきだし、市長さっきから言わ

れているように、なかなかここも踏み込めない

んでしょうけれども、山形県の住宅供給公社で

あったりというところで想定をしてるわけでし

ょう。そういうことも含めて私は進めていくと

いうことは必要なんだと思うんですよ。 

 私は、あそこを宅地分譲するのが悪いとかい

いとかという問題じゃなくて、そういうふうに

目をつける業者、例えば三ツ柳道路さんである

とか、私が申し上げた住宅生協であるとか、そ

ういうところの目というのはやっぱりあるんだ

と思うんです、あそこはそれなりに適地なんだ

という。だから決して民間ベースで展開をした

って経営ができるところだというふうに、玄人

の人たち、プロの人たちがそういうふうに思っ

てるわけですから、何も行政が少ない職員体制

の中で展開する必要はないし、例えばこの前の

まち・住まい整備課長の答弁では２年間でとい

うお話ありましたけれども、売れ残ればそれが

ずっと延びていくわけでしょう、特別会計が。

そういう苦労もしなくていいわけだから、そう

いう事業展開を展望するということも含めて考

え直すことはできませんか。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋委員おっしゃるように、私

は何も市で直接事業をすることが目的ではない

わけです。やはり少なくとも市民の皆さんで何

とか市内に家を建てたいんだと、そういった

方々にいい条件の土地をいい形で購入いただく

ということさえできればいい。あるいは周りの

市町村からぜひ長井市に住みたいという方が喜

んで買っていただけるような、そういう土地を

提供したいなということで、それが民間であっ

てもそういった公共の公的団体であっても、ど

こでもいいんです。 

 しかし、午前中の安部委員のご質問でありま

したように、県の住宅供給公社がどうなんだと

言われますと、やはりきちんと正式なルートで

やったわけではないんで、だからもう少しお待

ちいただきたいということを申し上げています

が、やっぱり私からそれを、じゃあ県でオーケ

ーしましたなんてとても今の状況で言えないわ

けですから。例えば髙橋委員からあった、そう

いう労働団体のいわゆる住宅の生協的な部分で

ぜひしてくれないかというふうに言われた場合

に、これは検討して、じゃあ市で一切しなくて

もいいよと、全部自分たちでやると、ただしこ

こは協力してくれと言われた場合に、今回の河

川改修と道路についてはその中でもあるかと思

いますが、実は都市再生整備計画の事業でやろ

うとしてるんです。これはご存じですよね。で

すから、そういった意味で全部関連なんですよ。

何も市でする必要は確かにないと、ただし今回

そういうふうな形で民間の事業者さんから要望

があった場合、それをやるといったらほかのと

ころもやらなきゃいけなくなるので、そこにつ

いてはやっぱりケース・バイ・ケースだろうと。
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目的は何も市でやることが目的ではありません。

ですから、市外の業者であっても長井市内でそ

ういった事業をしていただいて、いい状態で買

っていただく、喜んで市民の皆様に買っていた

だけるようなことがあれば市でもぜひ支援はす

べきだと思ってます。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 本当は言いたいことも

なかなか言えない状態なんでしょうからこの問

題はこれ以上言いませんけれど、余力持ってと

いうか、幅を持って当たってほしいんです。進

めてもらいたいんです。そうでないと、ぎちぎ

ちで市が市が市がというふうに言ってしまうと

大変なので、ちゃんと、多分見据えていらっし

ゃるんだろうとは思いますけれど、ぜひ民間の

力でやれることは民間にお願いをしてというふ

うなところで対応いただきたいということだけ

勝手に申し上げさせていただきたいと思います。 

 次に、都市再生整備事業について残った時間

でお聞かせをいただきたいと思います。 

 市長、再三一般質問からきょうもやりとりあ

りますから私は細かいところは触れませんけれ

ど、市長、これ山形鉄道から１月６日の日に観

光振興課のほうに多分あったんだと思うんです

ね。それを受けて市長なり観光振興課、あるい

はまち・住まい整備課なども含めて検討されて

ゴーサインを出されたというふうに思います。

それがいわば今回の平成24年度の予算でいえば

大のポイントだと私は感じていますけれども、

都市再生整備計画というふうになるんだと思い

ます。ただ、私たちはこれをいただいたのは２

月23日です。 

 本当に不勉強で申しわけないけど、私、これ

読んだのは、だれだったかの一般質問のときに

読んだんで、申しわけないんですが、つい 近

なんです。なかなかこなれてないんです、私ど

も。確かにおもしろい記述、それから特にこの

後半の部分は提案もされているわけですからす

ごいボリュームある中身ですし、中身もうんと

いう感じですよ。だけど、正直こなれてないん

です。それをもう先取りした形で今回は予算化

がされているわけです。これはなかなか厳しい、

私どもにとって。もう少しそしゃくをできる時

間をもらえないだろうかというのが私どもの、

私どもと言っちゃいけないけど、私の率直な気

持ちです。落ちないんですよ、すとんと。 

 駅前のエントランス、こっちの入り口、こっ

ちの入り口、あるいはここに川の駅、あるいは

本町の広場、いろんなことがいっぱいあるんだ

けど、それがなかなかつながらないし、将来に

向かって市長が何遍も「今変えていかなきゃい

けない」、「今やらなきゃいけないことはこれ

なんだ」というふうにおっしゃるけど、本当に

そうなんだかというところは落ちないんですよ。

本当に率直に私はお話をさせていただく以外な

いんですが、もう少し時間とれませんか、これ。

決してそんなに悪いことを言ってるわけではな

いと思うんです。先ほど例えば我妻委員が言わ

れているように、これがこういうふうな形でや

って成功できれば本当にいいと思うんです、み

んな、多分。だけど、その道筋が見えないし、

本当に大丈夫なんだろうかというところは決意

も含めてできていないというのが正直なところ

なんです。 

 なるほどなというふうに思うところは数々あ

りましたけれど、私一番そのとおりだと思った

のは、13ページでこういうふうに書いていると

ころなんです。「ハードを整備し地域内でソフ

トを議論し大学教授などの有識者にアドバイス

をもらっただけでは絶対にゴーすべきでない」、

これはそのとおりだと私は感じました、ここは。

そういう状態なんじゃないかというのが私が今

感じてるところです。これでコンクリートして

やってしまわなければいけないのですか。もう

少し時間的余裕はないのでしょうか。そこを市

長から私はきょうお聞かせをいただきたいとこ
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ろなんです。いかがですか。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 再三申し上げておりますように、

せめてもう１年早くできればなというところは

反省しているところです。しかし、都市再生整

備計画と同時に粡町成田線、県道の街路事業が

進んでおりますので、これが１年遅れると大変

厳しい状況になるということで、私としてはや

はり24年度から都市再生整備計画に取り組まな

きゃいけないだろうというふうに考えてきたと

ころです。 

 ほかの市町村の都市再生整備計画と私どもの

計画は違うと思うので、担当者、担当主幹では

これが都市再生整備計画のやり方だというふう

に思ってるようですが、私は委員おっしゃるよ

うにもう少し時間をかけて委員の皆様からも議

論をいただければいいと思っておりますが、や

はりこの１年遅れることによって街路事業その

ものがなかなか厳しくなるんではないかと。あ

と24年度に中心市街地の活性化基本計画を立て

るべく、そういった組織化も進めていきたいと

思ってますが、それらについてももう１年先に

しておけば、少なくとも23年度中に立ち上げを

しておけば、もう少し市民の皆様、あるいは議

会の皆様からもご意見いただけましたし、それ

を都市再生整備計画に生かすこともできたんじ

ゃないかと非常に反省しておりますが。しかし

こういったところも、議会の皆様には本当にこ

れはお願いしかないんですが、スピードも非常

に大切なことだと思っております。ですから、

先ほど我妻委員の中で確かに川の駅については

あそこの場所ということはなかなか変わりませ

んが、中身についてはまだ検討できますし、本

町の広場についてはこれはぜひとも認めていた

だきたいと思いますが、花公園についてのあり

方などもこれからあるんではないかと、さまざ

まできると思います。 

 その議論の中で、これは平成18年から平成22

年までのまちづくり交付金事業の第２弾ですか

ら、あのときもあったように、行政で計画を立

てて、あと地元のいろんな団体とかいろんな意

見をいただいたり、あるいは議会の意見をいた

だいて変更というのはかなりやってきましたん

で、これもそういった部分の変更は可能だと。

ただ川の駅の場所については、やはり土地開発

公社がありませんので何とか24年度中にここま

で広まってしまった以上はやっぱりやらざるを

得ないというふうに思っておりまして、そうい

った意味でスピードをかけて、緊張感を持って

やっていきたいと。髙橋委員からは、例えば22

年度、21年度からスタートした菜なポートなど

ももう少しきちんとやれと言われたことがござ

いました。確かにそのとおり、やっぱりあらか

じめもう少し時間をかけてやるともっと円滑に

いったのかなという部分がございます。ただ、

事業のスピードということもやはり私は必要だ

と思っておりまして、ぜひ、いろいろご提言を

いただきながらよりよい内容で進めていきたい

と思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 スピードも大切だと私

も思います。だけども、ちょっとそのスピード

についていけないんです、私は。そういう意味

で申し上げているわけですけれども。市長、そ

うすると、そうするとって、こういう言い方な

いな。平成24年度中にスタートできればいいん

でしょう、理解と納得を得て。議会もゴーをす

ればいいんでしょう。そこはどうですか。24年

度中に、それも比較的早い時期にスタートでき

るというところがあればいいのではないのです

か。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋委員がおっしゃってる趣旨

がよくわからないんですが、申し上げましたよ

うに、この３月に申請をして24年度の４月に認

定をいただく予定ですので、24年度に予算計上
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した内容については、例えば24年度中に行うと

いうことであれば基本的には問題ありませんし、

できない部分については25年度にし残しとして

お願いしていくということも、これは変更を上

げて承認いただけばいいわけですので、それは

可能だと思います。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 総額19億1,000万円の

事業で24年度中に計上されてる部分は１億円弱

ぐらいだというふうに思うんですけれども、そ

の中でこれとこれは絶対譲れない、譲れないじ

ゃないな、認めてほしい、もう少し余裕がある

のはこれだという具体的なことというのは示せ

ますか。課長でもいい。 

○佐々木謙二委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まず、すぐに確定した答えは出

せませんが、ちょっと状況についてまち・住ま

い整備課長のほうから答弁いたさせます。 

○佐々木謙二委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 この都市再生整備計画につきましては、事業

の概要で承認をいただくことになりますので、

詳細な計画設計等については事業化になってか

らの取り組みになります。ですので、内容によ

っては当然変更も可能になると思いますので、

また、今24年度に予算化なってない部分につい

ての変更についてはそんなに大きな理由づけも

必要でないかと思います。ただ、ある程度、一

定の予算化になってるものについて一たんおろ

すということになればそれなりの理由が必要に

なるかと思います。執行した部分と執行してな

い部分についての取り扱いは大きく変わるんだ

と思います。以上です。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 だから、それは24年度

中にやれれば問題ないのでしょうというふうに

言ってるんですけども、どうなんですか。概要

でも認めるんでしょう、国は、審査するんでし

ょう。こまいところまで言わないわけでしょう。

その着工は４月でなくても24年度中に着工とい

うふうになればいいのではないかというふうに

申し上げてるんですが、どうですか。 

○佐々木謙二委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答えいたし

ます。 

 大変失礼しました。委員がお話ししたとおり

でございます。24年度中に着工できればよろし

いかと思います。 

○佐々木謙二委員長 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 わかりました。ただ、

このままでは私どももかなり厳しいので、もう

少しほかの議員ともやりとりをさせていただき

ながら対応は考えさせていただきたいと思いま

す。 

 以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

 

 

   散     会 

 

 

○佐々木謙二委員長 本日はこれをもって散会い

たします。再開は21日午前10時といたします。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 

    午後 ４時５３分 散会 

 




